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別紙様式別紙様式別紙様式別紙様式
変更内容説明書変更内容説明書変更内容説明書変更内容説明書

１　五地域区分の変更概要１　五地域区分の変更概要１　五地域区分の変更概要１　五地域区分の変更概要

(1)　総括表(1)　総括表(1)　総括表(1)　総括表

注１：県土面積は、平成２３年１０月１日現在の国土地理院公表の県土面積である。

注２：五地域区分の面積は、土地利用基本計画上で計測したものである。
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678,572 143.6%

4,027 0.9%

173,670 36.7%

361,382 76.5%

50,309 10.6%

329 0.1%

五地域計
（ｆ：a+b+c+d+e）

変更後の計画面積

差引面積(ha）
（④：②-③）

五地域区分

都市地域(a）

面積(ha）
(⑤：①＋④）

割合（％）
(⑥：⑤／県土面積）

92,882 19.7%

白地地域

県土面積

92,882

173,670

361,409

50,309

農業地域(b）

森林地域(ｃ）

自然公園地域(d)

自然保全地域(e)
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(2)　変更地域別概要(2)　変更地域別概要(2)　変更地域別概要(2)　変更地域別概要

名称 面積 名称 面積 地目 面積

都 20 市街 20 宅地 20

都 4 市街 4 その他 4

農 3 その他 3

27

白地地
域の増

減

変更部分の重複状況（ｈａ） 変更部分の
地目現況

（ha）

変更を必要とする理由
（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）
個別規制法の調整状況

合　　　　　　　計

関連する
個別規制法

の措置
（予定）

他地域と
の重複

細区分の
指定状況縮小面積

(ha）

整
理
番
号

変更地域名
（図面番号）

関係
市町村名 拡大面積

(ha）

変更する面積

平成6年10月林地開発許可
平成20年4月(6.18ha)、平成
22年2月(6.05ha)、平成23年1
月(2.06ha)、平成23年7月
(3.82ha)、平成24年3月
(1.42ha)に部分完了確認

計画変更につき平成24年12
月林野庁計画課へ事務連絡
で事前協議開始、平成25年1
月支障ない旨口頭で回答、2
月8日付け林第555号で農林
水産大臣あて公文協議開始

3
紀美野森林
地域(5-1)

紀美野町 3
他用途転用（墓地）により既に現況森林でなく
なり、森林としての利用・保全を図る必要がな
いため。

紀北地域森林
計画の変更

(平成24年度)

平成20年5月林地開発連絡
調整
平成22年3月完了確認

計画変更に関する調整状況
は1と同じ

1
和歌山森林
地域(5-1)

和歌山市 20

平成7年12月林地開発許可
平成22年12月変更許可
平成23年9月完了確認

計画変更に関する調整状況
は1と同じ

他用途転用（住宅地）により既に現況森林で
なくなり、森林としての利用・保全を図る必要
がないため。

紀北地域森林
計画の変更

(平成24年度)

2
和歌山森林
地域(5-1)

和歌山市 4
他用途転用（墓地）により既に現況森林でなく
なり、森林としての利用・保全を図る必要がな
いため。

紀北地域森林
計画の変更

(平成24年度)
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２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）
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２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）
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２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）
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２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）２　計画図（変更区域・変更位置図）
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３　計画書３　計画書３　計画書３　計画書

計画書の項目 変更前の記述 変更後の記述 変更を必要とする理由

前文　土地利用基本計画作成の趣旨

この土地利用基本計画（以下「基本計画」という。）は、和歌
山県の区域について、適正かつ合理的な土地利用をさらに
推進するため、国土利用計画法第９条の規定に基づき、国
土利用計画（全国計画及び和歌山県）（第四次）を基本とし
て作成した。

この土地利用基本計画（以下「基本計画」という。）は、和歌
山県の区域について、適正かつ合理的な土地利用をさらに
推進するため、国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）
第９条の規定に基づき、国土利用計画（全国計画及び和歌
山県計画）（第四次）を基本として作成した。

法律番号及び字句の脱落の補記

基本計画は、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び
遊休土地に関する措置、土地利用に関する他の諸法律に
基づく開発行為の規則その他の措置を実施するに当たっ
ての基本となる計画である。すなわち、都市計画法、農業
振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自
然環境保全法等（以下「個別規制法」という。）に基づく諸計
画に対する上位計画として行政内部の総合調整を果たす
とともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為につい
ては、個別規制法を通じて、間接的に規制の基準としての
役割を果たすものである。

基本計画は、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び
遊休土地に関する措置、土地利用に関する他の諸法律に
基づく開発行為の規則その他の措置を実施するに当たっ
ての基本となる計画である。すなわち、都市計画法（昭和４
３年法律第１００号）、農業振興地域の整備に関する法律
（昭和４４年法律第５８号）、森林法（昭和２６年法律第２４９
号）、自然公園法（昭和３２年法律第８５号）、自然環境保全
法（昭和４７年法律第８５号）等（以下「個別規制法」とい
う。）に基づく諸計画に対する上位計画として行政内部の総
合調整を果たすとともに、土地取引に関しては直接的に、
開発行為については、個別規制法を通じて、間接的に規制
の基準としての役割を果たすものである。

法律番号の補記

１．土地利用の基本方向

（１）県土利用の基本方向　【略】

（２）土地利用の転換の適正化　【略】

（３）地域別の土地利用の方向

①紀北地域 一方、山間部では世界遺産に登録された霊場・高野山をは
じめ、高野龍神国定公園、金剛生駒紀泉国定公園などの
自然公園がある。

一方、山間部には霊場・高野山をはじめとする世界遺産
「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産や、高野龍神国定
公園、金剛生駒紀泉国定公園などの自然公園がある。

紀南地域の記述とのバランスを整えるため、
「紀伊山地の霊場と参詣道」を追加

②紀中地域 さらに、歴史文化遺産や豊かな自然資源を教育の場、健康
増進の場として整備するとともに、漁港・漁場の一体的整
備や農林業の振興を図るための基盤整備を進める。

さらに、熊野参詣道紀伊路をはじめとする文化遺産や豊か
な自然資源を教育の場、健康増進の場として整備するとと
もに、漁港・漁場の一体的整備や農林業の振興を図るため
の基盤整備を進める。

現在進められている世界遺産追加登録を目
指す取り組みの主要な対象資産を例示
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３　計画書３　計画書３　計画書３　計画書

計画書の項目 変更前の記述 変更後の記述 変更を必要とする理由

③紀南地域 世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」を初
め、人々の信仰と紀伊山地の大自然によって形成された
「文化的景観」が、訪れる多くの人々に癒しと感動を与えて
いる。今後は、歴史文化遺産や優れた自然環境など豊か
な地域資源を活用するとともに、三重県、奈良県を含む紀
伊半島南部における広域的な交流を目指した整備を図る
必要がある。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成する熊野三山
など人々の信仰と紀伊山地の大自然によって形成された
「文化的景観」が、訪れる多くの人々に癒しと感動を与えて
いる。今後は、歴史文化遺産や優れた自然環境など豊か
な地域資源を活用し、世界遺産未登録資産の再評価やジ
オパーク活動を推進するとともに、三重県、奈良県を含む
紀伊半島南部における広域的な交流を目指した整備を図
る必要がある。

紀北地域の記述とのバランスを整えるため、
世界遺産構成資産を例示するとともに、世界
遺産追加登録及びジオパーク登録推進の動
きを踏まえて記述を追加

（４）土地利用の原則

県土の利用は、土地利用基本計画図に図示された都市地
域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地
域の五地域ごとに、それぞれ次の原則に従って適正に行
わなければならない。

県土の利用は、土地利用基本計画図に図示された都市地
域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地
域（以下「五地域」という。）ごとに、それぞれ次の原則に
従って適正に行わなければならない。

「五地域」の定義の明確化

【略】 【略】

①都市地域 都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し及
び保全する必要がある地域であり、都市計画法第５条によ
り都市計画区域として指定されることが相当な地域であ
る。

都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し及
び保全する必要がある地域であり、原則として都市計画法
第５条により都市計画区域として指定されているか、または
指定されることが予定されている地域である。

「相当な地域」の考え方を整理するとともに、
都市計画区域の縮小に先立って都市地域を
縮小した際に一時的に生じる両領域の異同
を考慮し、「原則として」を附加

都市地域の土地利用については、都市機能の無秩序な拡
散防止を図り、これまでに蓄積された都市基盤を有効に活
用しながら都市の中心部への機能集積を促すとともに、市
街化区域（都市計画法第７条第１項による市街化区域をい
う。以下同じ。）または用途地域（都市計画法第８条第１項
第１号による用途地域をいう。以下同じ。）を始めとする地
域地区制度や地区計画などの活用により、地域の特色を
活かした、魅力ある都市の形成を図ることを基本とする。

都市地域の土地利用については、都市機能の無秩序な拡
散防止を図り、これまでに蓄積された都市基盤を有効に活
用しながら都市の中心部への機能集積を促すとともに、区
域区分（都市計画法第７条第１項による区域区分をいう。
以下同じ。）、用途地域をはじめとする地域地区（同法第８
条第１項による用途地域その他の地域地区をいう。以下同
じ。）、地区計画等（同法第１２条の４第１項各号に掲げる計
画をいう。）などの制度の活用により、地域の特色を活かし
た、魅力ある都市の形成を図ることを基本とする。

都市計画法の書きぶりに沿った文言の整理

なお、都市地域に属さない地域であっても、都市機能の無
秩序な拡散、不適切な農地の浸食等が生じるおそれがあ
る場合には、準都市計画区域（都市計画法第５条の２によ
る準都市計画区域をいう。以下同じ。）の指定を検討するも
のとする。

都市地域（都市計画区域）外においても進捗
する郊外化傾向に対して、都市計画法に基
づく準都市計画区域制度を活用する方針を
明記

8



３　計画書３　計画書３　計画書３　計画書

計画書の項目 変更前の記述 変更後の記述 変更を必要とする理由

ア．市街化区域においては、豊かで暮らしやすい市街地形
成のため、コンパクトで持続可能なまちづくりを進める。そ
の推進にあたっては、地域ごとの特性をふまえ、大規模集
客施設の適正な立地誘導などにより、無秩序な拡散を抑
制するとともに、再開発等による低未利用地の有効活用を
図る。又、当該地域内の樹林地、水辺地等自然環境を形
成しているもので、都市の良好な生活環境を維持するため
に不可欠なものについては、積極的に保護・育成を図り、
環境への負荷が少ない都市の形成を図るとともに、美しく
良好なまちなみ景観の形成や豊かな居住環境の創出を図
るものとする。

ア．市街化区域（都市計画法第７条第１項による市街化区
域をいう。以下同じ。）においては、豊かで暮らしやすい市
街地形成のため、コンパクトで持続可能なまちづくりを進め
る。その推進にあたっては、地域ごとの特性をふまえ、大規
模集客施設の適正な立地誘導などにより、無秩序な拡散
を抑制するとともに、再開発等による低未利用地の有効活
用を図る。また、当該地域内の樹林地、水辺地等自然環境
を形成しているもので、都市の良好な生活環境を維持する
ために不可欠なものについては、積極的に保護・育成を図
り、環境への負荷が少ない都市の形成を図るとともに、美
しく良好なまちなみ景観の形成や豊かな居住環境の創出
を図るものとする。

文言の整理により「市街化区域」が初出とな
るため定義を附加

用語の表記上の統一

イ．　【略】 イ．　【略】

ウ．市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が
定められていない都市計画区域における用途地域内の土
地利用については、市街化区域における土地利用に準ず
るものとし、用途地域以外の都市地域においては、土地利
用の動向を踏まえ、既存集落の居住環境や集団的な優良
農地の保全に留意しつつ、都市的な利用を認めるものとす
る。また、市街地外縁部の無秩序な拡散の防止、用途混在
地域の未然防止の観点から、必要に応じ用途地域や特定
用途制限地域の指定を検討するものとする。

ウ．非線引き用途地域（区域区分が定められていない都市
計画区域における用途地域をいう。以下同じ。）内の土地
利用については、市街化区域における土地利用に準ずる
ものとする。
エ．非線引き白地地域（区域区分が定められていない都市
計画区域における用途地域以外の地域をいう。以下同
じ。）においては、土地利用の動向を踏まえ、既存集落の
居住環境や集団的な優良農地の保全に留意しつつ、都市
的な利用を認めるものとする。また、市街地外縁部の無秩
序な拡散の防止、用途混在地域の未然防止の観点から、
必要に応じ用途地域や特定用途制限地域（都市計画法第
８条第１項第２号の２による特定用途制限地域をいう。）の
指定を検討するものとする。

「非線引き用途地域」「非線引き白地地域」を
定義するとともに、非線引き用途地域と白地
地域を分けて項目立て

②農業地域 農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的
に農業の振興を図る必要がある地域であり、農業振興地
域の整備に関する法律第６条により農業振興地域として指
定されることが相当な地域である。

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的
に農業の振興を図る必要がある地域であり、原則として農
業振興地域の整備に関する法律第６条により農業振興地
域として指定されているか、または指定されることが予定さ
れている地域である。

都市地域と同様の定義の整理

【略】 【略】

イ．農用地区域以外の農業地域においては、農業生産力
の高い農地、集団的に存在している農地及び農業に対す
る公共投資の対象となった農地は、極力他用途への転用
は行わないものとする。

イ．農振白地地域（農用地区域以外の農業地域をいう。以
下同じ。）においては、農業生産力の高い農地、集団的に
存在している農地及び農業に対する公共投資の対象と
なった農地は、極力他用途への転用は行わないものとす
る。

「農振白地地域」の定義
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３　計画書３　計画書３　計画書３　計画書

計画書の項目 変更前の記述 変更後の記述 変更を必要とする理由

③森林地域 森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林
業の振興または森林の有する諸機能の維持増進を図る必
要がある地域であり、森林法第２条第３項に規定する国有
林の区域または同法第５条第１項の地域森林計画の対象
となる民有林の区域として定められることが相当な地域で
ある。

森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林
業の振興または森林の有する諸機能の維持増進を図る必
要がある地域であり、原則として森林法第２条第３項に規
定する国有林の区域または同法第５条第１項の地域森林
計画の対象となる民有林の区域として定められているか、
もしくは定められることかが予定されている地域である。

都市地域と同様の定義の整理

森林地域の土地利用については、山村地域における林業
振興の重要性、降雨量が多くかつ地形が急峻で災害多発
の危険度の高い県土の実態等から、森林のもつ木材生産
等の経済的機能及び県土保全、水源かん養、保健休養、
自然環境の保全等の公益的機能を通じて県民生活に大き
く寄与していることから、必要な森林の確保を図るととも
に、森林の有する諸機能が、最高度に発揮されるようその
整備を図るものとする。

森林地域の土地利用については、山村地域における林業
振興の重要性、降雨量が多くかつ地形が急峻で災害多発
の危険度の高い県土の実態等から、森林のもつ木材生産
等の経済的機能及び県土保全、水源涵養、保健休養、自
然環境の保全等の公益的機能を通じて県民生活に大きく
寄与していることから、必要な森林の確保を図るとともに、
森林の有する諸機能が、最高度に発揮されるようその整備
を図るものとする。

「森林法の一部を改正する法律」（平成23年
法律第20号）等近年の法令の用字の変更に
沿って、「かん養」を「涵養」に修正

【略】 【略】

ア．保安林（森林法第２５条第１項及び第２５条の２第１項
による保安林をいう。以下同じ。）については、県土保全、
水源かん養、生活環境の保全等の諸機能の積極的な維持
増進を図るべきものであることから、適正な管理を行うとと
もに原則として他用途への転用を行わないものとする。

ア．保安林（森林法第２５条第１項及び第２５条の２第１項
による保安林をいう。以下同じ。）については、県土保全、
水源涵養、生活環境の保全等の諸機能の積極的な維持増
進を図るべきものであることから、適正な管理を行うととも
に原則として他用途への転用を行わないものとする。

同じく「かん養」の「涵養」への修正

④自然公園地域 自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び
利用の増進を図る必要がある地域であり、自然公園法第２
条第１号の自然公園として指定されることが相当な地域で
ある。

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び
利用の増進を図る必要がある地域であり、原則として自然
公園法第２条第１号の自然公園として指定されているか、
または指定されることが予定されている地域（海域を除く。）
である。

都市地域と同様の定義の整理を行うととも
に、海域を除く旨の明記

【略】 【略】

ア．特別保護地区（自然公園法第１４条第１項による特別
保護地区をいう。）については、その景観の厳正な維持を
図るものとする。

ア．特別保護地区（自然公園法第２１条第１項による特別
保護地区をいう。以下同じ。）については、その景観の厳正
な維持を図るものとする。

「自然公園法及び自然環境保全法の一部を
改正する法律」(平成21年法律第47号)による
条ずれの修正

イ．特別地域（自然公園法第１３条第１項または第６０条第
１項による特別地域をいう。以下同じ。）については、その
風致の維持を図るべきものであることにかんがみ、都市的
土地利用、農業的土地利用を行うための開発行為は、極
力避けるものとする。

イ．特別地域（自然公園法第２０条第１項または第７３条第
１項による特別地域のうち特別保護地区以外の地域をい
う。以下同じ。）については、その風致の維持を図るべきも
のであることにかんがみ、都市的土地利用、農業的土地利
用を行うための開発行為は、極力避けるものとする。

条ずれの修正及び「特別地域」の定義の明
確化
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３　計画書３　計画書３　計画書３　計画書

計画書の項目 変更前の記述 変更後の記述 変更を必要とする理由

ウ．特別地域以外の自然公園地域においては、都市的土
地利用または農業的土地利用を行うための大規模な開
発、その他自然公園としての風景地の保護に支障をきたす
おそれのある土地利用は極力避けるものとする。

ウ．普通地域（自然公園法第３３条第１項による普通地域
及び和歌山県自然公園条例第２２条による普通地域をい
う。以下同じ。）においては、都市的土地利用または農業的
土地利用を行うための大規模な開発、その他自然公園とし
ての風景地の保護に支障をきたすおそれのある土地利用
は極力避けるものとする。

「普通地域」の定義

⑤自然保全地域 自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、
その自然環境の保全を図る必要がある地域であり、自然
環境保全法第１４条の原生自然環境保全地域、同法第２２
条の自然環境保全地域または同法第４５条第１項に基づく
和歌山県自然環境保全条例の土地利用については、自然
環境が人間の健康的で文化的な生活に欠くことのできない
ものであることから、広く県民が、その恵沢を享受するとと
もに、将来の県民にすぐれた自然環境を継承することがで
きるよう、積極的に保全を図るものとする。

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、
その自然環境の保全を図る必要がある地域であり、原則と
して自然環境保全法第１４条の原生自然環境保全地域、
同法第２２条の自然環境保全地域または同法第４５条第１
項に基づく和歌山県自然環境保全地域として指定されてい
るか、または指定されることが予定されている地域（海域を
除く。）である。自然保全地域の土地利用については、自然
環境が人間の健康的で文化的な生活に欠くことのできない
ものであることから、広く県民が、その恵沢を享受するとと
もに、将来の県民にすぐれた自然環境を継承することがで
きるよう、積極的に保全を図るものとする。

都市地域と同様の定義の整理を行うととも
に、海域を除く旨の明記、文言の欠落の補記

イ．その他の自然保全地域においては、原則として土地の
利用目的を変更しないものとする。

イ．普通地区（自然環境保全法第２８条第１項による普通
地区及び和歌山県自然環境保全条例第１６条第１項によ
る普通地区をいう。以下同じ）においては、原則として土地
の利用目的を変更しないものとする。

「普通地区」の定義

２．五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域または自
然保全地域のうち２地域が重複している地域においては、
次に掲げる指導調整方針に即し、また、３以上の地域が重
複する地域においては、次に掲げる調整指導方針におけ
るそれぞれの関係からみた優先順位、指導の方向等を考
慮して、１の（３）に掲げる地域別の土地利用の方向に沿っ
た適正かつ合理的な土地利用を図るものとする。

五地域のうち２地域が重複している地域においては、次に
掲げる指導調整方針に即し、また、３以上の地域が重複す
る地域においては、次に掲げる調整指導方針におけるそ
れぞれの関係からみた優先順位、指導の方向等を考慮し
て、１の（３）に掲げる地域別の土地利用の方向に沿った適
正かつ合理的な土地利用を図るものとする。

予め定義した「五地域」による記述の簡素化

なお、五地域（都市地域を除く。）と準都市計画区域が重複
している地域における調整指導方針は、都市地域と他の地
域が重複している地域に準ずるものとする。この場合にお
いて、「市街化区域等」（市街化区域及び非線引き用途地
域をいう。以下同じ。）は「準都市計画区域における用途地
域」と、「市街化調整区域等」（市街化調整区域及び非線引
き白地地域をいう。以下同じ。）は「準都市計画区域におけ
る用途地域以外の地域」と読み替えるものとする。

準都市計画区域についての準用規定及び
「市街化区域等」「市街化調整区域等」の定
義

11



３　計画書３　計画書３　計画書３　計画書

計画書の項目 変更前の記述 変更後の記述 変更を必要とする理由

（１）都市地域と農業地域とが重複する地域

①市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区
域とが重複する場合

①市街化調整区域等と農用地区域とが重複する場合 予め定義した「市街化調整区域等」による記
述の簡素化

②市街化区域及び用途地域以外の都市地域と農用地区
域以外の農業地域とが重複する場合

②市街化調整区域等と農振白地地域とが重複する場合 予め定義した「市街化調整区域等」「農振白
地地域」による記述の簡素化

（２）都市地域と森林地域とが重複する地域

①都市地域と保安林の区域とが重複する場合 ①市街化調整区域等と保安林の区域とが重複する場合 市街化区域等と保安林の区域の重複がない
ため、市街化調整区域等に限定

②市街化区域及び用途地域と保安林の区域以外の森林
地域とが重複する場合

②市街化区域等と保安林以外の区域以外の森林地域とが
重複する場合

予め定義した「市街化区域等」による記述の
簡素化

③市街化区域及び用途地域以外の都市地域と保安林の
区域以外の森林地域とが重複する場合

③市街化調整区域等と保安林の区域以外の森林地域とが
重複する場合

予め定義した「市街化調整区域等」による記
述の簡素化

（３）都市地域と自然公園地域とが重複する地域

①用途地域と自然公園地域とが重複する場合 ①市街化区域等と自然公園地域とが重複する場合 他の項目と字句の統一

②市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地域と
が重複する場合

②市街化調整区域等と特別地域とが重複する場合 予め定義した「市街化調整区域等」による記
述の簡素化

③市街化区域及び用途地域以外の都市地域と特別地域
以外の自然公園地域とが重複する場合

③市街化調整区域等と普通地域とが重複する場合 予め定義した「市街化調整区域等」「普通地
域」による記述の簡素化

（４）都市地域と自然保全地域とが重複する地域

自然環境としての保全を優先するものとする。 自然環境の保全を優先するものとする。 字句の修正

（５）農業地域と森林地域とが重複する地域

①農用地区域以外の農業地域と保安林の区域とが重複す
る場合

①農振白地地域と保安林の区域とが重複する場合 予め定義した「農振白地地域」による記述の
簡素化

②　【略】 ②　【略】

③農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森
林地域とが重複する場合

③農振白地地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複
する場合

予め定義した「市街化区域等」「農振白地地
域」による記述の簡素化
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３　計画書３　計画書３　計画書３　計画書

計画書の項目 変更前の記述 変更後の記述 変更を必要とする理由

（６）農業地域と自然公園地域とが重複する地域

①　【略】 ①　【略】

②農業地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する
場合

②農業地域と普通地域とが重複する場合 予め定義した「普通地域」による記述の簡素
化

（７）農業地域と自然保全地域とが重複する地域

①農業地域と特別地区とが重複する場合
自然環境としての保全を優先するものとする。

①農業地域と特別地区とが重複する場合
自然環境の保全を優先するものとする。

字句の修正

②農業地域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する
場合

②農業地域と普通地区とが重複する場合 予め定義した「普通地区」による記述の簡素
化

（８）森林地域と自然公園地域とが重複する地域　【略】

（９）森林地域と自然保全地域とが重複する地域　【略】
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